
「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の一部改正 

パブリックコメント（意見募集）について 

 

「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の一部改正について、多くの県民

の皆様のご意見を反映するため、下記のとおりご意見を募集いたします。 

 

記 

 

１ 募集期間 

  平成２９年７月１４日（金）～平成２９年８月１４日（月）（当日消印有効） 

 

２ ご意見の提出方法 

（１）記載事項 

  ア 個人でご提出いただく場合 

    住所、氏名、ご意見 

    ＜必要に応じて、性別、年齢、電話番号などを追加してください。＞ 

  イ 法人、その他の団体でご提出いただく場合 

    主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名、ご意見 

  ※ 住所、氏名（法人等の場合は主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

    は必ず記載してください。 

  ※ 様式は自由です。 

 

（２）提出方法 

    郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で提出してください。電話

等による口頭での意見はお受けできませんので、ご了承ください。 

  ア 郵便の場合 

〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－９－１４ 

    自由民主党埼玉県支部連合会 県民コメント担当宛 

  イ ファクシミリの場合 

    ＦＡＸ番号 ０４８－８２４－３３２８ 

  ウ 電子メールの場合 

    E - m a i l：kudou@jimin-saitama.net 

  ※ 電子メールで送信の際は、件名を「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する

条例」としてください。 

 

 

 



３ ご意見の取扱い 

（１）提出していただいたご意見を考慮して、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関す 

る条例」の一部改正を行います。 

（２）個々のご意見に対する個別回答や提出いただいた書類等の返却はいたしませんの

でご了承ください。 

 

４ 問い合わせ先 

   〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－９－１４ 

   自由民主党埼玉県支部連合会 県民コメント担当 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０４８－８２４－３２９７ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０４８－８２４－３３２８ 

E - m a i l  kudou@jimin-saitama.net 

   

 

以上 



「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の一部改正について 

 

１ 改正の趣旨 

 平成 24年４月に施行された「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」

においては自転車交通安全教育の強化、啓発・広報活動の強化、自転車損害保険

加入の努力義務化などが規定され、これに基づき本県において自転車の安全利用

やマナーの向上、保険加入の促進について各種取組が行われてきたところである。 

 人身事故件数は全国的に減少傾向にあるが、本県においては全ての人身事故の

うち自転車が関与する事故が占める割合は依然として全国より高い状況にある。 

 また、近隣都県において自転車事故による高額賠償事例が発生している一方、

昨年度行われた県政サポーターアンケート「自転車保険の加入状況について」で

は、保険加入している割合は約４５％と半数以下の状況である。 

 このような状況を踏まえ、被害者の救済や加害者の経済的負担等の観点から、

自転車の賠償責任保険の加入に関して一層の促進を図る必要があるため、自転車

利用者に対する保険加入の義務付け等を行うものである。 

 

２ 改正事項 

(1) 保険加入の義務化 

 ア 自転車利用者（利用者が未成年の場合は、保護者） 

   県内で自転車を利用する者に保険加入を義務付け 

 イ 自転車を利用する事業者 

   従業員が業務のために自転車を利用する事業者に保険加入を義務付け 

 ウ レンタサイクル業者 

   貸し出しをする自転車の保険加入を義務付け 

(2) 保険加入に関する情報提供 

 ア 自転車小売店 

  (ｱ) 自転車販売時における購入者に対する保険加入の有無の確認 

  (ｲ) 確認できない場合の保険加入に関する情報提供 の努力義務付け 

 イ 学校の設置者及び長 

   自転車通学者に対する保険加入の有無の確認を努力義務付け 

 ウ 県 

   関係団体との連携による自転車損害保険等に関する情報提供を義務付け 

 

３ 施行日 

 周知期間が必要であるため、平成３０年４月１日とする。 



自転車の安全な利用の促進に関する条例　改正事項（案）

現行（平成２４年４月施行） 改正案

自転車利用者
△

（保険加入の努力義務）
○

（保険加入の義務付け）

事業者 ―
○

（保険加入の義務付け）

自転車貸付業者 ―
○

（保険加入の義務付け）

自転車小売業者
△

（保険加入の必要性に関する
情報提供・助言の努力義務）

△
①自転車販売時の保険加入の有無の確認

②確認できない者に対する情報提供
の努力義務付け

学校の設置者
及び長

―
△

（通学者に対する保険加入の確認の努力義務付け）

県
○

（保険加入の促進に関する広報・啓発）
○

（関係団体との連携による保険に関する情報提供）

義務付けの内容
対象者
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